
令和 3 年 10 月 1 日 

 

 

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」による

犬及び猫の登録等に係る手数料の決定ついて 

 
公益社団法人日本獣医師会 

 

令和３年９月 24 日、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政

令」が閣議決定され、同年９月 29 日に公布されました。これにより、令和４年６月

１日に施行される改正動物愛護管理法における犬及び猫のマイクロチップ登録等に係

る手数料が下記のとおり決定されました。 

なお、この手数料は、環境省が国として指定登録機関を通じて行うマイクロチップ

の登録等手数料であり、現在、日本獣医師会が公益団体として行っているマイクロチ

ップ登録手数料ではありません。日本獣医師会では登録料 1,050 円でのマイクロチッ

プ登録を行っており、令和４年６月１日以降の対応については現在検討中です。 

 

記 

・登録料 1,000 円（オンライン登録の場合 300 円） 

・登録証明書再交付 700 円（オンライン再交付の場合 200 円） 

・変更登録料 1,000 円（オンライン変更登録料 300 円） 

以上 

 

 

本件の連絡先 公益社団法人日本獣医師会事務局 

電話：03-3475-1601 メール：mc.shitei@nichiju.or,jp 


